
議
長
・
副
議
長
の
選
出
は
立

候
補
し
所
信
表
明
を
行
う
こ
と

に
な
っ
て
い
ま
す
。
今
回
、
議

長
に
立
候
補
さ
れ
た
の
は
矢
野

邦
昭
議
員
の
み
と
な
り
選
挙
結

果
は
満
票
で
当
選
と
な
り
ま
し

た
。
ま
た
副
議
長
に
立
候
補
さ

れ
た
の
は
細
野
正
行
議
員
と
中

川
雅
史
議
員
で
す
。
所
信
表
明

会
で
は
、
そ
れ
ぞ
れ
が
議
会
改

革
等
の
所
信
を
述
べ
ら
ま
し
た
。

選
挙
結
果
に
つ
い
て
は
次
の
と

お
り
で
す
。

そ
の
後
、
議
会
構
成
の
変
更

が
行
わ
れ
ま
し
た
。
監
査
委
員
、
、

各
常
任
委
員
会
の
振
り
分
け
・

議
会
運
営
委
員
会
の
構
成
は
表

の
と
お
り
と
な
り
ま
し
た
。
今

回
の
議
会
改
革
に
よ
り
、
今
ま

で
特
別
委
員
会
だ
っ
た
決
算
委

員
会
が
、
前
年
度
の
決
算
状
況

を
次
年
度
の
予
算
に
反
映
さ
せ

る
必
要
か
ら
予
算
・
決
算
常
任

委
員
会
と
な
り
ま
し
た
。
ま
た

健
康
福
祉
常
任
委
員
会
は
民
生

教
育
常
任
委
員
会
と
名
称
が
変

更
さ
れ
ま
し
た
。
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11
月
9
日
に
臨
時
議
会
が
開
催
さ
れ
、
議
長
副
議
長
選
挙
に
よ
り
議
長
・
副
議
長
が
選
出
さ
れ
ま

し
た
。
そ
の
後
、
各
常
任
委
員
会
、
特
別
委
員
会
等
が
開
催
さ
れ
、
委
員
長
、
副
委
員
長
が
選
出
さ

れ
ま
し
た
。
そ
れ
に
先
立
ち
市
長
提
出
の
２
件
の
議
案
が
可
決
さ
れ
ま
し
た
。

新
た
な
議
会
構
成

議長選挙

会派・氏名 票数 当落

天翔クラブ

矢野邦昭
１5 当選

－ －

欠員1

副議長選挙

会派・氏名 票数 当落

無会派（公明党）

細野正行
9 当選

政策研究会マイバラ

中川雅史 6

委員長等 会派
総務産業建設
常任委員会

委員長 マ 吉田周一郎

副委員長 共 藤田正雄

委員 天 山口久志

委員 天 鹿取和幸

委員 天 今中力松

委員 天 矢野邦昭

委員 マ 中川雅史

委員 欠員

委員長等 会派
民生教育常任
委員会

委員長 マ 山本克巳

副委員長 無 振角大祐

委員 天 礒谷 晃

委員 無 細野正行

委員 共 山脇正孝

委員 天 中川松雄

委員 マ 堀江一三

委員 天 鍔田 明

委員長等 会派 議会運営委員会

委員長 天 礒谷 明

副委員長 共 藤田正雄

委員 天 山口久志

委員 無 細野正行

委員 マ 中川雅史

委員 天 中川松雄

委員 マ 吉田周一郎

監査委員 中川松雄

委員長等 予算・決算常任委員会

委員長 礒谷 晃

副委員長 中川雅史

委員は議長・副議長を除く議員全員
敬称略、会派名は、（天）天翔クラブ、（マ）政策研究会マイバラ、（共）
日本共産党米原市議団、（無）無会派

ロ
シ
ア
、
イ
ス
ラ
エ
ル
は
国
連
憲
章
、
国
連
決
議
を
守
れ
。

日
本
共
産
党
は
、
11
月
6
日
「
ガ
ザ
で
の
ジ
ェ
ノ
サ
イ
ド
を
許
す
な
。
ガ
ザ
攻
撃
中
止
と
即
時
停
戦
に
向
け

て
の
各
国
政
府
へ
の
要
請
」
を
発
表
し
、
各
国
政
府
と
機
関
に
対
し
て
①
イ
ス
ラ
エ
ル
は
ガ
ザ
攻
撃
を
即
時
に

中
止
す
る
こ
と
。
②
双
方
は
即
時
停
戦
の
テ
ー
ブ
ル
つ
く
こ
と
。
少
な
く
と
も
人
道
的
休
戦
を
求
め
た
国
連
総

会
決
議
を
順
守
す
る
こ
と
を
求
め
る
要
請
書
を
送
付
し
ま
し
た
。
し
か
し
日
本
政
府
は
イ
ス
ラ
エ
ル
の
蛮
行
に

つ
い
て
国
際
人
道
法
違
反
の
蛮
行
を
批
判
し
よ
う
と
せ
ず
、
ア
メ
リ
カ
に
追
随
す
る
立
場
を
取
り
続
け
て
い
ま

す
。
ウ
ク
ラ
イ
ナ
侵
略
と
ガ
ザ
危
機
に
対
す
る
ダ
ブ
ル
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
は
許
さ
れ
ま
せ
ん
。
日
本
国
憲
法
前
文

で
は
「
わ
れ
わ
れ
は
平
和
を
維
持
し
、
専
制
と
隷
従
、
圧
迫
と
偏
狭
を
永
遠
に
除
去
し
よ
う
と
務
め
て
い
る
国

際
社
会
に
お
い
て
名
誉
あ
る
地
位
を
占
め
た
い
と
思
う
。
わ
れ
わ
れ
は
、
全
世
界
の
国
民
が
、
ひ
と
し
く
恐
怖

と
欠
乏
か
ら
免
れ
、
平
和
に
生
存
す
る
権
利
を
有
す
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
」
と
し
て
い
ま
す
。
今
の
岸
田
自

公
政
権
は
日
本
国
憲
法
が
め
ざ
す
国
際
社
会
に
お
け
る
日
本
の
立
場
を
理
解
し
て
い
る
の
か
。
こ
ん
な
態
度
は

許
さ
れ
な
い
。


